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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

 

１ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の概要 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）（以下「こども誰でも通園制度」

という。）は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年６月成

立）により、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備す

るとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにか

かわらない形での支援を強化する目的で創設され、すべての自治体で実施するこ

ととなります（令和７年４月制度化、令和８年４月本格実施）。 

利用対象者は、０歳６カ月以上満３歳未満の子どもであって、子どものための

教育・保育給付を受けていない者とし、月一定時間までの利用可能枠の中で、就

労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本市の需給計画 

こども誰でも通園制度は、地域子ども・子育て支援事業の一つとして、令和７

年度からスタートした「藤沢市子ども・若者共育
ともいく

計画」に位置づけています。 

計画では、利用希望者が毎年増えていくものと想定し、また、より多くの子ど

もが利用できるよう、１カ月あたりの利用上限時間を当初は４時間に、令和１０

年度以降は１０時間に設定して、量の見込みと確保量を算出しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月藤沢市議会定例会 

子ども文教常任委員会資料 

２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度 ２０２８年度 ２０２９年度 (単位：人日)

(令和７年度) (令和８年度) (令和９年度) (令和10年度) (令和11年度)

量の見込み ① 6,804 6,618 10,830 26,445 33,150

０歳児 1,062 1,026 1,662 4,035 5,070

１歳児 2,874 2,796 4,632 11,160 14,235

２歳児 2,868 2,796 4,536 11,250 13,845

確保の内容 ② 0 6,864 11,352 26,928 33,528

０歳児 0 1,056 1,848 4,224 5,280

１歳児 0 2,904 4,752 11,352 14,256

２歳児 0 2,904 4,752 11,352 13,992

△ 6,804 246 522 483 378②－①

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳

就労要件

あり

就労要件

なし

※こども家庭庁公表の資料から作成
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３ 制度の内容 

こども家庭庁からの通知による、令和７年度時点の事業の主な内容と本市の考

え方は、次のとおりとなります。令和８年度の本格実施に向けては、利用可能時

間や給付化に伴う公定価格の設定等、引き続き国において検討を進めていくこと

とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［こども誰でも通園制度利用の流れのイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こども家庭庁公表の資料から作成 

利
用
者

事
業
所

市

利用申請 利用者・

子どもの

情報の登録

事業所の

検索

面談の

日程調整

・面談

審査 利用認定

面談実施可能日

の登録

予約

予約可能枠

の登録

登園 降園

利用 請求

請求書受領

終了

利用状況の把握

請求利用予約面談認定

項　　目 国 藤沢市

１ 対象となる子ども
保育所、認定こども園、地域型保育事業等
に通っていない0歳6カ月以上満3歳未満

国と同様の取扱いとする

２ 利用可能時間

子ども一人あたり月10時間を上限
（3時間以上で内閣府令で定める月一定時
間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠を設
定することを可能とする経過措置(令和8･9
年度の2年間)を設ける）

月4時間を上限（令和8･9年度）
令和10年度以降は月10時間を上限

３ 事業実施場所

乳児等通園支援事業の認可を受けた
　保育所、認定こども園、小規模保育事業所、
　家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援
　拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施
　設、児童発達支援センター等

保育施設を中心に保育施設以外の施設も対
象とする
（事業の認可は市において行う）

４ 利用方式
定期利用、柔軟利用、定期・柔軟の組み合
わせ等の選択制

実施事業者と協議して決定

５ 実施方式 一般型事業又は余裕活用型事業 実施事業者と協議して決定

６ 設備基準
設備運営基準第２１条又は第２５条に定め
る基準に基づき、各市町村で定める条例を
遵守する

国の定める基準に基づき条例を制定する

７ 人員配置基準
設備運営基準第２２条又は第２５条に定め
る基準に基づき、各市町村で定める条例を
遵守する

国の定める基準に基づき条例を制定する

８ 単価及び加算

令和７年度（参考）
　単価（子ども一人１時間あたり）
 　　０歳児　１，３００円
 　　１歳児　１，１００円

 　　２歳児　　　９００円

　加算（子ども一人１時間あたり）
 　　障がい児　　　　　　　　４００円
 　　医療的ケア児　　　　２，４００円
 　　要支援家庭の子ども　　　４００円

国が公布する公定価格による

９ 保護者負担
令和７年度（参考）
　子ども一人１時間あたり３００円程度を
　標準とし、各事業所で設定できる

10 利用料の減免

令和７年度（参考）
　子ども一人あたり１時間
　　生活保護世帯　　　　３００円
　　市民税非課税　　　　２４０円
　　市民税77,101円未満　２１０円
　　要支援児童及び要保護児童のいる世帯
　　　　　　　　　　　　１５０円

国が示す基準に準じる
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４ 今後のスケジュール 

本市におきましては、本定例会で上程している「藤沢市乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例」の施行後、運営事業者の公募・選定や

事業の認可を行うとともに、利用認定や確認基準条例の制定等、国の発出する通

知等に基づきながら、令和８年度の本格実施に向け準備を進めていきます。 

 

  ＜令和７年度の主なスケジュール（予定）＞ 

   令和７年 ６月 ・「藤沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例」の制定議案の上程、議決、施行（予定） 

        ８月 ・運営事業者の公募 

１０月 ・運営事業者の選定 

       １１月～・事業の認可に係る事務（～令和８年３月） 

       １２月～・事業の周知 

令和８年 １月～・利用認定に係る事務 

        ２月 ・確認基準条例案の上程（２月定例会） 

４月 ・本格実施 

 

以 上   

 

 

（子ども青少年部 子ども総務課・保育課） 

 

 

 

 


